




市　章
　四角形は、西条市、東予市、丹原町、小松町を表し、

４つの点を結ぶことにより、２市２町の合併（和）を

意味します。緑色は石鎚山を表し、青色の曲線は西条

市の頭文字「S」の形をとりながら、瀬戸内海、加茂

川などの豊かな水を表しています。



はじめに

　近年、私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢

化、グローバル化、価値観の多様化、地球規模で

の環境問題など、大きな変動を続けています。また、

こうした環境の変化に対応するために、国家レベ

ルでのシステムの変革が進み、地方自治体におい

ても、「自己責任」と「自己決定」の原則に立った

地域づくりが強く求められるようになってまいり

ました。

　このような時代の潮流の中にあって、広域的な

まちづくりや行財政運営の効率化などを目指した

市町村合併が全国的に展開され、私たちのふるさ

とにおいても、平成 16 年 11 月１日に、地理的・

経済的に深いつながりのある旧西条市、東予市、

丹原町及び小松町が合併し、新しい「西条市」が

誕生しました。

　このたび、新「西条市」の長期的な指針となる『西条市総合計

画』を策定いたしました。計画策定にあたっては、合併前の平成

15 年 12 月に策定した「新市建設計画」との整合性を図るととも

に、その後の情勢の変化や市民の意見などを踏まえた上で、目指

すべき将来都市像を「人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都

市」と定め、様々な分野にわたって基本的な方向性を示したもの

となっております。

　今後、この計画を基本として各種施策を展開し、市民生活に対

する満足度の向上に努めてまいります。一方で、広くなった市域

の中で、市民の一体感を醸成し、均衡ある地域発展を推進してい

くためには、行政だけでなく、行政と市民の協働によるまちづく

りを進めていくことが必要です。まさに市民が持つ力＝「市民力」

を活かせるまちづくりを進めていかなければなりません。市民

の皆様におかれましては、「人がつどい、まちが輝く、快適環境」

を実感できるまちづくりの指針として、当計画をご承知、ご理解

いただきますようお願い申し上げます。

　結びに、計画策定にあたり、審議会委員や市議会議員の皆様を

はじめ、懇話会やまちづくり市民意識調査などで貴重なご意見・

ご提言をお寄せいただきました市民の皆様に、心から感謝を申し

上げます。

　平成 19 年３月

　　　　　　　　　　　　西条市長　　伊 藤 宏 太 郎
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